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調   査   の   概   要 

 
１ 調査の目的 

この調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉行政推進のた
めの基礎資料を得ることを目的とする。 

 
２ 調査の対象及び客体 
(1)基本票 
  都道府県・指定都市・中核市を対象とし、次ページに掲げる施設・事業所の全数を把握した。 
(2)詳細票 

施 設 票：次ページに掲げる社会福祉施設等を対象とし、保育所及び有料老人ホーム（サービス付き高
齢者向け住宅以外）については層化無作為抽出した施設、それ以外についてはその全数（休
止中を含む。）を調査客体とした。 

事 業 所 票：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）
（以下「障害者総合支援法」という。）による障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所
並びに児童福祉法（昭和22年法律第164号）による障害児通所支援事業所及び障害児相談
支援事業所を対象とし、その全数(休止中を含む。)を調査客体とした。 

  

 
 

３ 調査の時期 
令和５年10月 1日 

 
４ 調査事項 
(1)基本票 

施設基本票  ：施設の種類、施設名、所在地、設置・経営主体、定員 等 
事業所基本票 ：事業所の種類、事業所名、所在地、経営主体 等 

(2)詳細票 
施設詳細票  ：在所者の状況、従事者数 等 
事業所詳細票 ：サービスの種類と提供状況（利用者数等）、従事者数 等 
 

５ 調査方法及び系統  
(1) 基本票 

行政情報から把握可能な項目について、都道府県・指定都市・中核市に対し、オンラインによる調

査票の配布・回収により調査を実施した。 

 

 都道府県・指定都市・中核市 厚生労働省 

総　　 　　　数    149 662    124 603    123 314     83.3

施　　設　　票

保護施設     235     229     225     97.4

老人福祉施設5)    3 262    3 031    3 030     92.9

障害者支援施設等    5 514    4 878    4 829     88.5

婦人保護施設     48     47     46     97.9

児童福祉施設等    18 695    16 883    16 708     90.3

母子・父子福祉施設     55     51     51     92.7

有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外）    9 981    8 787    8 736     88.0

事　業　所　票

障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所    111 872    90 697    89 689     81.1

注　： 施設の種類別内訳は３ページ参考表を参照。

1) 調査客体数は、活動中又は休止中の施設・事業所に配布した詳細票の枚数である。

2) 回収客体数は、回収があった詳細票の枚数である。

3) 集計客体数は、回収した詳細票のうち活動中の詳細票の枚数である。

4) 回収率（%）＝「回収客体数」÷「調査客体数」×100で算出している。

5) 老人福祉施設には、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム及び老人介護支援センターを含まない。

回収客体数2) 集計客体数3) 回収率(%)4)調査客体数1)
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  (2) 詳細票 
基本票以外の項目について、厚生労働省が委託した民間事業者から、施設・事業所に対し、郵送及

び一部オンラインによる調査票の配布・回収により調査を実施した。 

 

 

 

 

６ 結果の集計 
結果の集計は、厚生労働省政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）で行った。 
 

７ 利用上の注意 
(1) 表章記号の規約  

計数のない場合                      － 
統計項目のあり得ない場合                          ・ 
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合       … 
表章単位の1/2未満、又は比率が微少（0.05未満）の場合 0，0.0 
減少数（率）の場合                    △ 

    
(2) 集計対象は、活動中の施設・事業所である。 
(3) 掲載の数値は、単位未満を四捨五入しているため、数値の四則演算結果が対応する数値と合

わない場合がある。 
(4) 平成30年以降は、詳細票が全数調査から標本調査となり、結果を推計値で表章するため、詳

細票に基づく調査結果については、平成 29 年以前の調査結果との実数での比較には留意が必
要である。 

 
 

【 調査対象施設・事業所一覧 】 

注：※印の付いた施設は、詳細票調査を実施していない。 

      1)「児童福祉法」及び「母子及び父子並びに寡婦福祉法」については、令和５年４月から、こども家庭庁所管

となった。

厚生労働省 
社会福祉施設等 

障害福祉サービス等事業所 

障害児通所支援等事業所 

民間事業者 

調査対象施設・事業所一覧（令和５年）

生活保護法による保護施設 児童福祉法1)による児童福祉施設等 その他の社会福祉施設等 

救護施設   助産施設 　※ 授産施設   ※

更生施設  乳児院  無料低額宿泊所    ※ 児童発達支援事業所

医療保護施設   ※ 母子生活支援施設 盲人ホーム   ※ 居宅訪問型児童発達支援事業所

授産施設 保育所型認定こども園 隣保館   ※ 放課後等デイサービス事業所

宿所提供施設   保育所 へき地保健福祉館   ※ 保育所等訪問支援事業所

老人福祉法による老人福祉施設 小規模保育事業所Ａ型 日常生活支援住居施設   ※ 障害児相談支援事業所

養護老人ホーム（一般） 小規模保育事業所Ｂ型 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外）

養護老人ホーム（盲） 小規模保育事業所Ｃ型 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅であるもの）  ※

軽費老人ホーム　Ａ型 家庭的保育事業所

軽費老人ホーム　Ｂ型 居宅訪問型保育事業所

軽費老人ホーム（ケアハウス） 事業所内保育事業所 居宅介護事業所

都市型軽費老人ホーム 児童養護施設  重度訪問介護事業所

老人福祉センター（特Ａ型）   ※ 障害児入所施設（福祉型） 同行援護事業所

老人福祉センター（Ａ型）   ※ 障害児入所施設（医療型） 行動援護事業所

老人福祉センター（Ｂ型）   ※ 児童発達支援センター（福祉型） 療養介護事業所

児童発達支援センター（医療型） 生活介護事業所

障害者支援施設 児童心理治療施設 重度障害者等包括支援事業所

地域活動支援センター 児童自立支援施設 計画相談支援事業所

福祉ホーム 児童家庭支援センター   ※ 地域相談支援（地域移行支援）事業所

小型児童館 地域相談支援（地域定着支援）事業所

児童センタ－ 短期入所事業所

身体障害者福祉センター（Ａ型）   ※ 大型児童館Ａ型 共同生活援助事業所

身体障害者福祉センター（Ｂ型）   ※ 大型児童館Ｂ型 自立訓練（機能訓練）事業所

障害者更生センター   ※ 大型児童館Ｃ型 自立訓練（生活訓練）事業所

補装具製作施設   ※ その他の児童館 宿泊型自立訓練事業所

盲導犬訓練施設   ※ 児童遊園 　※ 就労移行支援事業所

点字図書館   ※ 就労継続支援（Ａ型）事業所

点字出版施設   ※ 就労継続支援（Ｂ型）事業所

聴覚障害者情報提供施設   ※ 母子・父子福祉センター 自立生活援助事業所

売春防止法による婦人保護施設 母子・父子休養ホーム 就労定着支援事業所

婦人保護施設  

児童福祉法1)による障害児通所支援事業所及
び障害児相談支援事業所

障害者総合支援法による
障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所

障害者総合支援法による障害者支援施設等

身体障害者福祉法による
身体障害者社会参加支援施設

母子及び父子並びに寡婦福祉法1)による
母子・父子福祉施設
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参考表 施設の種類別調査対象施設数 

 

令和５年10月１日現在

調査客体数1) 回収客体数2) 集計客体数3) 回収率(%)4)

総　　　数  37 790  33 906  33 625 89.7
保護施設   235   229   225 97.4

救護施設   186   182   182 97.8
更生施設   19   19   18 100.0
授産施設   16   15   12 93.8
宿所提供施設   14   13   13 92.9

老人福祉施設  3 262  3 031  3 030 92.9
養護老人ホーム   923   864   864 93.6

養護老人ホーム（一般）   871   815   815 93.6
養護老人ホーム（盲）   52   49   49 94.2

軽費老人ホーム  2 339  2 167  2 166 92.6
軽費老人ホーム　Ａ型   189   185   184 97.9
軽費老人ホーム　Ｂ型   14   13   13 92.9
軽費老人ホーム（ケアハウス）  2 042  1 884  1 884 92.3
都市型軽費老人ホーム   94   85   85 90.4

障害者支援施設等  5 514  4 878  4 829 88.5
障害者支援施設  2 569  2 369  2 368 92.2
地域活動支援センター  2 821  2 396  2 348 84.9
福祉ホーム   124   113   113 91.1

婦人保護施設   48   47   46 97.9
児童福祉施設等  18 695  16 883  16 708 90.3

乳児院   145   144   144 99.3
母子生活支援施設   211   203   202 96.2
保育所等  4 400  4 004  3 949 91.0

保育所型認定こども園  1 541  1 407  1 405 91.3
保育所  2 859  2 597  2 544 90.8

地域型保育事業所  7 481  6 526  6 499 87.2
小規模保育事業所Ａ型  5 181  4 683  4 670 90.4
小規模保育事業所Ｂ型   718   570   566 79.4
小規模保育事業所Ｃ型   89   73   72 82.0
家庭的保育事業所   798   619   614 77.6
居宅訪問型保育事業所   18   12   11 66.7
事業所内保育事業所   677   569   566 84.0

児童養護施設   614   591   591 96.3
障害児入所施設（福祉型）   242   223   221 92.1
障害児入所施設（医療型）   223   185   185 83.0
児童発達支援センター（福祉型）   749   702   701 93.7
児童発達支援センター（医療型）   94   87   85 92.6
児童心理治療施設   51   51   51 100.0
児童自立支援施設   58   58   58 100.0
小型児童館  2 583  2 345  2 266 90.8
児童センター  1 711  1 635  1 630 95.6
大型児童館Ａ型   15   15   15 100.0
大型児童館Ｂ型   3   3   3 100.0
大型児童館Ｃ型 - - - -
その他の児童館   115   111   108 96.5

母子・父子福祉施設   55   51   51 92.7
母子・父子福祉センター   54   50   50 92.6
母子・父子休養ホーム   1   1   1 100.0

有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外）  9 981  8 787  8 736 88.0
注： 1) 調査客体数は、活動中又は休止中の施設に配布した詳細票の枚数である。

2) 回収客体数は、回収があった詳細票の枚数である。

3) 集計客体数は、回収した詳細票のうち活動中の詳細票の枚数である。

4) 回収率（%）＝「回収客体数」÷「調査客体数」×100で算出している。


